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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】特性及び信頼性の低下を抑制することが可能な
半導体装置及びその製造方法を提供する。
【解決手段】窒化物半導体層１２と、窒化物半導体層１
２上に形成され、内壁が順テーパである第１開口部３６
を有する第１窒化シリコン膜２２と、第１窒化シリコン
膜２２上に形成され、内壁が逆テーパである第２開口部
３８を有する第２窒化シリコン膜３１と、第１開口部３
６の内部に露出した窒化物半導体層１２の表面全面を覆
って形成されたゲート電極４４と、を備え、ゲート電極
４４の側壁は、第１窒化シリコン膜２２の第２窒化シリ
コン膜３１側の面と第２窒化シリコン膜３１の第１窒化
シリコン膜２２側の面との境界から空隙をもって離間し
てなる半導体装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化物半導体層と、
　前記窒化物半導体層上に形成され、内壁が順テーパである第１開口部を有する第１窒化
シリコン膜と、
　前記第１窒化シリコン膜上に形成され、内壁が逆テーパである第２開口部を有する第２
窒化シリコン膜と、
　前記第１開口部の内部に露出した前記窒化物半導体層の表面全面を覆って形成されたゲ
ート電極と、を備え、
　前記ゲート電極の側壁は、前記第１窒化シリコン膜の前記第２窒化シリコン膜側の面と
前記第２窒化シリコン膜の前記第１窒化シリコン膜側の面との境界から空隙をもって離間
してなることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１窒化シリコン膜と前記第２窒化シリコン膜との間には第３開口部を有する絶縁
膜がさらに介在してなり、前記ゲート電極の側壁は、さらに前記第３開口部の内壁から空
隙を持って離間してなることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記ゲート電極は、前記第１窒化シリコン膜の下側の内壁と接して形成されてなること
を特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記ゲート電極は、下地となる第１金属層と、前記第１金属層上に形成された前記第１
金属層より低抵抗の第２金属層と、を含み、
　前記第１金属層は、前記窒化物半導体層上に設けられた前記第１金属層とは離間して、
前記第２窒化シリコン膜上にも形成されてなることを特徴とする請求項１または２に記載
の半導体装置。
【請求項５】
　前記絶縁膜は、窒化シリコンあるいは酸化シリコンであることを特徴とする請求項２～
４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１金属層はニッケルを含み、前記第２金属層は金であることを特徴とする請求項
１～５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１金属層はニッケルおよびその上に形成されたパラジウムからなることを特徴と
する請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　窒化物半導体層上に第１窒化シリコン膜を形成する工程と、
　前記第１窒化シリコン膜上に、前記第１窒化シリコン膜よりエッチングレートが大きい
第２窒化シリコン膜を形成する工程と、
　前記第１窒化シリコン膜及び前記第２窒化シリコン膜をエッチングし、前記第１窒化シ
リコン膜に第１開口部を、前記第２窒化シリコン膜に第２開口部をそれぞれ形成する工程
と、
　前記窒化物半導体層上の前記第１開口部および前記第２開口部内にゲート電極を形成す
る工程と、を備え、
　前記ゲート電極を形成する工程は、前記ゲート電極が前記第１開口内に露出する前記窒
化物半導体層全面を覆い、且つ、前記ゲート電極の側壁が、前記第１窒化シリコン膜の前
記第２窒化シリコン膜側の面と前記第２窒化シリコン膜の前記第１窒化シリコン膜側の面
との境界から空隙をもって離間して形成されることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１窒化シリコン膜を形成する工程は、前記第１窒化シリコン膜に熱処理を行うこ
とで、前記第１窒化シリコン膜のエッチングレートを前記第２窒化シリコン膜より小さく
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する工程を含むことを特徴とする請求項８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１窒化シリコン膜と前記第２窒化シリコン膜との間に第３開口部を有する絶縁膜
を形成する工程をさらに有し、前記ゲート電極の側壁は、前記第３開口部の内壁から空隙
を持って離間してなることを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１窒化シリコン膜及び前記第２窒化シリコン膜をエッチングする工程は、
前記窒化物半導体層に対し順テーパ形状を有する前記第１開口部を前記第１窒化シリコン
膜に形成する工程、且つ前記窒化物半導体層に対し逆テーパ形状を有する前記第２開口部
を前記第２窒化シリコン膜に形成する工程を含むことを特徴とする請求項８～１０に記載
の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化物半導体を用いた半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物半導体を用いた半導体装置は、高周波かつ高出力で動作するパワー素子等に用い
られている。特に、マイクロ波、準ミリ波、及びミリ波等の高周波帯域での増幅に適した
半導体装置として、例えば高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ：High Electron Mobili
ty Transistor）等の電界効果トランジスタ（ＦＥＴ：Field Effect Transistor）が知ら
れている。
【０００３】
　特許文献１には、窒化物半導体層上にゲート電極及びオーミック電極（ソース電極、ド
レイン電極）を形成した電界効果トランジスタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特２００５－３０２９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　窒化物半導体を用いたトランジスタ（ＨＥＭＴ等）では、窒化物半導体層上の窒化シリ
コン（ＳｉＮ）膜に開口部を形成し、当該開口部から窒化物半導体層に接するゲート電極
を形成することが一般的である。このとき、ゲート電極が窒化シリコン膜の側壁と接触す
ることで、当該接触領域の周辺に容量が付き、トランジスタの特性が変化してしまう場合
があった。また、ゲート電極に金（Ａｕ）を用いた場合、窒化シリコンとの接触によりＡ
ｕＳｉ共晶が発生し、信頼性が低下してしまうという課題があった。更に、ゲート電極と
窒化シリコン膜とでは熱膨張率が異なるため、両者が接触することでゲート近傍に大きな
ストレスが加わり、トランジスタの特性が変化してしまう場合があった。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、特性及び信頼性の低下を抑制することが
可能な半導体装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、窒化物半導体層と、前記窒化物半導体層上に形成され、内壁が順テーパであ
る第１開口部を有する第１窒化シリコン膜と、前記第１窒化シリコン膜上に形成され、内
壁が逆テーパである第２開口部を有する第２窒化シリコン膜と、前記第１開口部の内部に
露出した前記窒化物半導体層の表面全面を覆って形成されたゲート電極と、を備え、前記
ゲート電極の側壁は、前記第１窒化シリコン膜の前記第２窒化シリコン膜側の面と前記第
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２窒化シリコン膜の前記第１窒化シリコン膜側の面との境界から空隙をもって離間してな
ることを特徴とする半導体装置である。
【０００８】
　上記構成において、前記第１窒化シリコン膜と前記第２窒化シリコン膜との間には第３
開口部を有する絶縁膜がさらに介在してなり、前記ゲート電極の側壁は、さらに前記第３
開口部の内壁から空隙を持って離間してなる構成とすることができる。
【０００９】
　上記構成において、前記ゲート電極は、前記第１窒化シリコン膜の下側の内壁と接して
形成されてなる構成とすることができる。
【００１０】
　上記構成において、前記ゲート電極は、下地となる第１金属層と、前記第１金属層上に
形成された前記第１金属層より低抵抗の第２金属層と、を含み、前記第１金属層は、前記
窒化物半導体層上に設けられた前記第１金属層とは離間して、前記第２窒化シリコン膜上
にも形成されてなる構成とすることができる。
【００１１】
　上記構成において、前記絶縁膜は、窒化シリコンあるいは酸化シリコンである構成とす
ることができる。
【００１２】
　上記構成において、前記第１金属層はニッケルを含み、前記第２金属層は金である構成
とすることができる。
【００１３】
　上記構成において、前記第１金属層はニッケルおよびその上に形成されたパラジウムか
らなる構成とすることができる。
【００１４】
　本発明は、窒化物半導体層上に第１窒化シリコン膜を形成する工程と、前記第１窒化シ
リコン膜上に、前記第１窒化シリコン膜よりエッチングレートが大きい第２窒化シリコン
膜を形成する工程と、前記第１窒化シリコン膜及び前記第２窒化シリコン膜をエッチング
し、前記第１窒化シリコン膜に第１開口部を、前記第２窒化シリコン膜に第２開口部をそ
れぞれ形成する工程と、前記窒化物半導体層上の前記第１開口部および前記第２開口部内
にゲート電極を形成する工程と、を備え、前記ゲート電極を形成する工程は、前記ゲート
電極が前記第１開口内に露出する前記窒化物半導体層全面を覆い、且つ、前記ゲート電極
の側壁が、前記第１窒化シリコン膜の前記第２窒化シリコン膜側の面と前記第２窒化シリ
コン膜の前記第１窒化シリコン膜側の面との境界から空隙をもって離間して形成される構
成とすることができる。
【００１５】
　上記構成において、前記第１窒化シリコン膜を形成する工程は、前記第１窒化シリコン
膜に熱処理を行うことで、前記第１窒化シリコン膜のエッチングレートを前記第２窒化シ
リコン膜より小さくする工程を含む構成とすることができる。
【００１６】
　上記構成において、前記第１窒化シリコン膜と前記第２窒化シリコン膜との間に第３開
口部を有する絶縁膜を形成する工程をさらに有し、前記ゲート電極の側壁は、前記第３開
口部の内壁から空隙を持って離間してなる構成とすることができる。
【００１７】
　上記構成において、前記第１窒化シリコン膜及び前記第２窒化シリコン膜をエッチング
する工程は、前記窒化物半導体層に対し順テーパ形状を有する前記第１開口部を前記第１
窒化シリコン膜に形成する工程、且つ前記窒化物半導体層に対し逆テーパ形状を有する前
記第２開口部を前記第２窒化シリコン膜に形成する工程を含む構成とすることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、窒化シリコン膜の開口部におけるゲート電極との接触を抑制すること
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で、装置の特性及び信頼性の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す図（その１）である。
【図２】実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す図（その２）である。
【図３】実施例１及び比較例に係る半導体装置の構成を示す図である。
【図４】実施例１の変形例に係る半導体装置の構成を示す図である。
【図５】実施例２に係る半導体装置の製造方法を示す図（その１）である。
【図６】実施例２に係る半導体装置の製造方法を示す図（その２）である。
【図７】実施例２に係る半導体装置の製造方法を示す図（その３）である。
【図８】ゲート電極部分の構成を示す拡大図である。
【図９】実施例２の第１の変形例に係る半導体装置の構成を示す図である。
【図１０】実施例２の第２の変形例に係る半導体装置の製造方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００２０】
　図１（ａ）～図２（ｄ）は、実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す断面模式図で
ある。最初に、図１（ａ）に示すように、基板１０上に窒化物半導体層１２を形成する。
基板１０には、例えば（０００１）主面を有するＳｉＣ基板を用いることができる。窒化
物半導体層１２は、核形成層１４、電子走行層１６、電子供給層１８、及びキャップ層２
０が順に積層されて形成されている。核形成層１４には、例えば厚さが３００ｎｍの窒化
アルミニウム（ＡｌＮ）を用いることができる。電子走行層１６には、例えば厚さが１０
００ｎｍのノンドープ窒化ガリウム（ＧａＮ）を用いることができる。電子供給層１８に
は、例えば厚さが２０ｎｍのｎ型窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）を用いること
ができる。キャップ層２０には、例えば厚さが５ｎｍのｎ型窒化ガリウム（ＧａＮ）を用
いることができる。以下の工程図では、上記の積層体を窒化物半導体層１２としてまとめ
て示し、各層の図示は省略する。
【００２１】
　次に、図１（ｂ）に示すように、窒化物半導体層１２上に第１窒化シリコン膜２２（Ｓ
ｉＮ）を形成する。第１窒化シリコン膜２２は、例えばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposit
ion）法により形成することができ、その厚みは例えば２０ｎｍとすることができる。そ
の後、第１窒化シリコン膜２２上に第１レジスト２４を形成し、オーミック電極（ソース
電極及びドレイン電極）の形状に合わせてパターニングする。第１レジスト２４には、例
えばフォトレジストを用い、パターニングは露光により行うことができる。
【００２２】
　次に、図１（ｃ）に示すように、第１レジスト２４をマスクとして第１窒化シリコン膜
２２をエッチングし、窒化物半導体層１２を露出させる。その後、第１レジスト２４をリ
フトオフし、改めて窒化物半導体層１２上に第２レジスト２６及び第３レジスト２８を形
成・パターニングする。このとき、第２レジスト２６は、その上面の位置がオーミック電
極の形成位置より上になるようにする。また、第３レジスト２８の外周部は、第２レジス
ト２６の外周部からはみ出るようにする。その後、第２レジスト２６及び第３レジスト２
８をマスクとして、窒化物半導体層１２上にオーミック電極３０を形成する。形成された
オーミック電極３０のうち、一方がソース電極、他方がドレイン電極となる。オーミック
電極３０には、例えば厚み１０ｎｍのチタン（Ｔｉ）上に、厚さ３００ｎｍのアルミニウ
ム（Ａｌ）が積層された金属層を用いることができる。また、上記チタンの代わりに、厚
さ１０ｎｍのタンタル（Ｔａ）を用いてもよい。オーミック電極３０の形成は、例えば蒸
着法により行うことができる。
【００２３】
　次に、図１（ｄ）に示すように、第２レジスト２６及び第３レジスト２８をリフトオフ
する。次に、図１（ｅ）に示すように、第１窒化シリコン膜２２及びオーミック電極３０
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上に、第２窒化シリコン膜３１（ＳｉＮ）を形成する。第２窒化シリコン膜３１は、例え
ばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法により形成することができ、その厚みは例え
ば４０ｎｍとすることができる。その後、第２窒化シリコン膜３１上に第４レジスト３２
を形成し、オーミック電極３０間の開口部に第４レジスト３２が残るようにパターニング
する。
【００２４】
　ここで、第２窒化シリコン膜３１には、第１窒化シリコン膜２２に比べてエッチングレ
ートの大きい窒化シリコン膜を用いる。本実施例では、第２窒化シリコン膜３１に、第１
窒化シリコン膜２２に比べて低緻密な膜を用いる。そのための方法としては、例えば、第
１窒化シリコン膜２２の形成後に、第１窒化シリコン膜２２に熱処理（アニール）を施し
て高緻密化させる方法がある。アニールの温度は、例えば５００℃とすることができ、本
実施例では第１窒化シリコン膜２２とオーミック電極３０を同時にアニールする。なお、
第１窒化シリコン膜２２とオーミック電極３０のアニール工程は、別々に行ってもよい。
また、アニールの温度は、３００℃～７００℃の範囲内であることが好ましく、４００℃
～６００℃の範囲内であることが更に好ましい。上記のアニール工程により、第１窒化シ
リコン膜２２のエッチングレートを、第２窒化シリコン膜３１のエッチングレートに比べ
て小さくすることができる。
【００２５】
　次に、図２（ａ）に示すように、第４レジスト３２をマスクとして第２窒化シリコン膜
３１をエッチングする。このとき、第２窒化シリコン膜３１が、オーミック電極３０の間
の開口部における第１窒化シリコン膜２２上に延在するようにエッチングを行う。エッチ
ングの完了後、第４レジスト３２を剥離する。
【００２６】
　次に、図２（ｂ）に示すように、第２窒化シリコン膜３１及びオーミック電極３０上に
、第５レジスト３４を形成し、ゲート電極の形成位置に合わせて開口部３５の形成（パタ
ーニング）を行う。このとき、後述の工程において第２窒化シリコン膜３１に逆テーパ形
状の開口部を形成しやすくするため、開口部３５の形状は、表面側から反対側（基板１０
側）に向かって広がるテーパ形状となるようにすることが好ましい。
【００２７】
　その後、第５レジスト３４をマスクとして、第２窒化シリコン膜３１及び第１窒化シリ
コン膜２２をエッチングし、窒化物半導体層１２を露出させる。当該エッチング工程は、
例えば反応性イオンエッチング（ＲＩＥ：Reactive Ion Etching）または誘導結合プラズ
マ（ＩＣＰ：Inductively Coupled Plasma）方式によるドライエッチングを採用すること
ができる。具体的に、エッチングガスとしては、ＳＦ６、ＣＨＦ３、及びＣＨ４のうち少
なくとも１つ以上を用いることができる。
【００２８】
　上記工程により、第１窒化シリコン膜２２には第１開口部３６が、第２窒化シリコン膜
３１には第２開口部３８が、それぞれのエッチングレートに応じて形成される。このとき
、第１窒化シリコン膜２２は高緻密な膜であることから、第１開口部３６は窒化物半導体
層１２側から反対側に向かって広がるテーパ形状（以下、「順テーパ形状」と称する）と
なる。また、第２窒化シリコン膜３１は低緻密な膜であることから、下部領域が大きくエ
ッチングされ、第２開口部３８は窒化物半導体層１２側から反対側に向かって狭まるテー
パ形状（以下、「逆テーパ形状」と称する）となる。エッチング工程は、第２窒化シリコ
ン膜３１が逆テーパ形状となる条件で行うのであれば、上記以外の方法を用いてもよい。
【００２９】
　次に、図２（ｃ）に示すように、第５レジスト３４を剥離する。その後、第２窒化シリ
コン膜３１及びオーミック電極３０上に、第６レジスト４０及び第７レジスト４２を形成
し、ゲート電極の形成位置に合わせてパターニングを行う。このとき、第７レジスト４２
（上層）の開口部は、第６レジスト４０（下層）の開口部より小さくなるようにする。そ
の後、第６レジスト４０及び第７レジスト４２をマスクとして、ゲート電極４４の形成を
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行う。ゲート電極４４は、高抵抗で下地となる第１金属層４６上に、低抵抗の第２金属層
４８を順に積層して形成する。第１金属層４６には、例えばニッケル（Ｎｉ）及びその上
に形成されたパラジウム（Ｐｄ）を用いることができ、その厚さは例えば厚さ５０ｎｍと
することができる。第２金属層４８には、例えば厚さ４００ｎｍの金（Ａｕ）を用いるこ
とができる。
【００３０】
　次に、図２（ｄ）に示すように、第６レジスト４０及び第７レジスト４２をリフトオフ
する。以上の工程により、実施例１に係る半導体装置１００が完成する。半導体装置１０
０では、基板１０に窒化物半導体層１２が形成され、窒化物半導体層１２上はソース電極
及びドレイン電極となるオーミック電極が直接形成されている。また、オーミック電極３
０の間の開口部には、２層の窒化シリコン膜（第１窒化シリコン膜２２及び第２窒化シリ
コン膜３１）が形成され、当該窒化シリコン膜に形成された開口部（第１開口部３６及び
第２開口部３８には）に、ゲート電極４４が形成されている。ゲート電極４４は、窒化物
半導体層１２に接し、上記開口部を介して第２窒化物半導体層１２の表面に至るまで形成
されている。本実施例では、ゲート電極４４の表面が、第２窒化シリコン膜３１の表面か
ら突出して盛り上がった形状となっている。
【００３１】
　次に、図３を用い、実施例１に係る半導体装置に特有の効果について説明する。
【００３２】
　図３（ａ）は、実施例１に係る半導体装置におけるゲート電極部分の詳細な構成を示す
断面模式図である。図３（ｂ）及び図３（ｃ）は、それぞれ比較例に係る半導体装置を示
す図である。３つの図は、基板１０、窒化物半導体層１２、及びオーミック電極３０につ
いては構成が共通しており、窒化シリコン膜及びゲート電極の構成が異なっている。
【００３３】
　図３（ｂ）に示すように、第１の比較例では、窒化シリコン膜８０が単層であり、且つ
開口部の形状が窒化物半導体層１２側から反対側に向かって広がる順テーパ形状となって
いる。このため、ゲート電極４４の第１金属層４６が、窒化シリコン膜８０における開口
部の側壁に付着し、且つ窒化物半導体層１２上の第１金属層４６と窒化シリコン膜８０上
の第１金属層４６とが接続されている。その結果、窒化シリコン膜８０の側壁部に付着し
た高抵抗の第１金属層４６により、寄生容量が付着し、ＨＥＭＴの特性が変化してしまう
場合がある。また、第２金属層４８に用いられる金（Ａｕ）との間でＡｕＳｉ共晶が発生
し、信頼性が低下してしまう場合がある。更に、ゲート電極４４と窒化シリコン膜８０と
で熱膨張率が異なるため、両者が接触することでゲート近傍に大きなストレスが加わり、
ＨＥＭＴの特性が変化してしまう場合がある。
【００３４】
　図３（ｃ）に示すように、第２の比較例では、窒化シリコン膜８２が単層であり、且つ
開口部の形状が窒化物半導体層１２側から反対側に向かって狭まる逆テーパ形状となって
いる。本構成では、窒化シリコン膜８２の側壁に対する第１金属層４６の付着は抑制でき
るが、第１金属層４６が窒化物半導体層１２の表面全体を覆うことができず、窒化物半導
体層１２の表面が露出してしまっている（符号８４）
【００３５】
　これに対し、図３（ａ）に示す実施例１の半導体装置１００では、窒化シリコン膜が２
層構造（第１窒化シリコン膜２２及び第２窒化シリコン膜３１）となっている。そして、
下層（第１窒化シリコン膜２２）の開口部（第１開口部３６）は、窒化物半導体層１２側
から反対側に向かって広がる順テーパ形状となっており、上層（第２窒化シリコン膜３１
）の開口部（第２開口部３８）は、窒化物半導体層１２側から反対側に向かって狭まる逆
テーパ形状となっている。そして、ゲート電極４４は、第１開口部３６及び第２開口部３
８のそれぞれにおいて、第１窒化シリコン膜２２及び第２窒化シリコン膜３１の側壁と、
空隙５０を介して離間している。換言すれば、ゲート電極４４の側壁は、第１窒化シリコ
ン膜２２における第２窒化シリコン膜３１側の面と、第２窒化シリコン膜３１における第
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１窒化シリコン膜２２側の面との境界から、空隙５０をもって離間した構成となっている
。このため、比較例１と比べて、窒化シリコン膜の側壁に対するゲート電極（下地層）の
付着が抑制され、当該付着に伴う上記の弊害を抑制することができる。その結果、ＨＥＭ
Ｔの特性及び信頼性を向上させることができる。
【００３６】
　また、実施例１に係る半導体装置１００によれば、窒化物半導体層１２上の第１金属層
４６と、第２窒化シリコン膜３１上の第１金属層４６とが分離している。これにより、低
抵抗の第２金属層４８が高抵抗の第１金属層４６との反応により高抵抗化することを抑制
し、ＨＥＭＴの特性及び信頼性の低下をより効果的に抑制することができる。
【００３７】
　また、実施例１に係る半導体装置１００によれば、第１開口部３６の形状が、上側（窒
化物半導体層１２の反対側）から見て順テーパ形状となっているため、窒化物半導体層１
２の表面を覆うようにゲート電極４４（第１金属層４６）を形成することが可能である。
換言すれば、ゲート電極４４は、第１窒化シリコン膜２２の下側の内壁と接して形成され
ている。このため、比較例２に比べ、窒化物半導体層１２の露出に伴う信頼性の低下を抑
制することができる。
【００３８】
　以上のように、実施例１に係る半導体装置１００によれば、ＨＥＭＴの特性及び信頼性
の低下を抑制することができる。なお、本実施例では、ゲート電極４４が第１窒化シリコ
ン膜２２及び第２窒化シリコン膜３１の側壁と接触していない例について説明したが、仮
にゲート電極が側壁の一部と接触していたとしても、ゲート電極と側壁との間に離間して
いる部分があれば、その分だけ両者の接触に伴う特性変化及び信頼性の低下を抑制するこ
とが可能である。
【００３９】
　実施例１に係る半導体装置１００では、第１窒化シリコン膜２２に高緻密の膜を、第２
窒化シリコン膜３１に低緻密の膜を用い、ドライエッチングによりエッチングを行った。
これにより、第１窒化シリコン膜２２の第１開口部３６を順テーパ形状とし、第２窒化シ
リコン膜３１の第２開口部３８を逆テーパ形状とすることができる。第２窒化シリコン膜
３１を逆テーパ形状とするには、前述のように、ＳＦ６、ＣＨＦ３、及びＣＨ４等のエッ
チングガスを用いることが効果的である。また、ＣＨＦ３のようにＨＦを含むガス用いる
場合には、ガス圧を大きくすることで、第２窒化シリコン膜３１へのＣＦのデポジットを
増大させ、更に逆テーパ形状を形成しやすくすることができる。また、ゲート長が短く開
口部の長さが小さい場合は、ＳＦ６単体で逆テーパ形状のエッチングを行うことも可能で
ある。なお、実施例１では、第１窒化シリコン膜２２の厚みを２０ｎｍ、第２窒化シリコ
ン膜３１の厚みを４０ｎｍとしたが、これらは１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲で任意に変更
することが可能である。
【００４０】
　また、図４は、実施例１の変形例に係る半導体装置の構成を示す図である。実施例１（
図３（ａ））と共通する構成には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。図４に示す
ように、本変形例では、ゲート電極４４と窒化シリコン膜（２２、３１）との間の空隙５
０が、第２窒化シリコン膜３１の上方まで突出している（突出部分を空隙５２とする）。
これにより、第２窒化シリコン膜３１上の第１金属層４６の一部が、空隙５０と連続する
空隙５２を介して、第２金属層４８と離間した構成となっている。本構成によれば、空隙
５２の存在により、ゲート電極４４と窒化シリコン膜（２２、３１）との間のストレスを
緩和することが出来るため、ＨＥＭＴの特性及び信頼性の低下を更に抑制することができ
る。
【００４１】
　この構造において、第１窒化シリコン膜２２および第２窒化シリコン膜３１をエッチン
グし（図２（ｂ））、窒化物半導体層１２を露出させる時のＩＣＰを用いたエッチング条
件は、以下の条件で行うことができる。ＳＦ６：ＣＨＦ３＝４０：５ｓｃｃｍ、圧力１Ｐ
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ａ、ｐｏｗｅｒ＝１００Ｗ、バイアス＝１０Ｗ。
【実施例２】
【００４２】
　実施例２は、２層構造の窒化シリコン膜の代わりに３層構造の絶縁膜を用いた例である
。
【００４３】
　図５（ａ）～図５（ｃ）は、実施例２に係る半導体装置の製造工程を示す断面模式図で
ある。実施例１と共通する部分については同一の符合を付し、詳細な説明を省略する。
【００４４】
　最初に、図５（ａ）に示すように、基板１０上に窒化物半導体層１２を形成し、その上
に第１窒化シリコン膜２２を形成する。次に、図５（ｂ）に示すように、第１窒化シリコ
ン膜２２上に、絶縁膜５４を形成する。絶縁膜５４は、第１窒化シリコン膜２２及び後述
の第２窒化シリコン膜３３よりも、低緻密かつ低屈折率の膜とする。絶縁膜５４には、例
えば厚さ４０ｎｍの窒化シリコン（ＳｉＮ）膜を用いることができるが、これ以外にも酸
化シリコン膜（ＳｉＯ２）膜等を用いることが可能である。
【００４５】
　次に、図５（ｃ）に示すように、絶縁膜５４上に第２窒化シリコン膜３３を形成する。
次に、図５（ｄ）に示すように、第２窒化シリコン膜３３上に第１レジスト２４を形成・
パターニングする。その後、第１レジスト２４をマスクとして、第２窒化シリコン膜３３
、絶縁膜５４、第１窒化シリコン膜２２をそれぞれエッチングし、窒化物半導体層１２の
表面を露出させる。なお、実施例２における第２窒化シリコン膜３３は、実施例１の第２
窒化シリコン膜３１とは膜の仕様が異なるため、異なる符号を用いることとする。具体的
に、実施例１の第２窒化シリコン膜３１は、第１窒化シリコン膜２２に比べ低緻密である
ことが条件であったが、実施例２の第２窒化シリコン膜３３は、絶縁膜５４に比べ高緻密
であることが条件となっている。
【００４６】
　次に、図６（ａ）に示すように、第１レジスト２４を剥離し、第２レジスト２６及び第
３レジスト２８を形成・パターニングする。その後、第２レジスト２６及び第３レジスト
２８をマスクとして、オーミック電極３０の形成を行う。次に、図６（ｂ）に示すように
、第２レジスト２６及び第３レジスト２８をリフトオフし、オーミック電極３０をアニー
ル処理する。
【００４７】
　次に、図６（ｃ）に示すように、第２窒化シリコン膜３３及びオーミック電極３０上に
第４レジスト３２を形成し、ゲート電極の形成位置に合わせてパターニングする。その後
、第４レジスト３２をマスクとして、第２窒化シリコン膜３３、絶縁膜５４、第１窒化シ
リコン膜２２をそれぞれエッチングし、窒化物半導体層１２の表面を露出させる。当該工
程により、第１窒化シリコン膜２２には第１開口部３６が、第２窒化シリコン膜３３には
第２開口部３８が、絶縁膜５４には第３開口部５６が、それぞれ形成される。このとき、
第１開口部３６は、窒化物半導体層１２側から反対側に向かって広がるテーパ形状となり
、第２開口部３８は、窒化物半導体層１２側から反対側に向かって狭まるテーパ形状とな
る。上記のエッチング工程は、例えば反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）によるドライエ
ッチングを採用することができる。具体的には、例えばエッチングガスとしてＳＦ６（ガ
ス流量：４０ＳＣＣＭ）及びＣＨＦ３（ガス流量：５ＳＣＣＭ）を用い、圧力は２Ｐａ、
パワーは１００Ｗとすることができる。
【００４８】
　次に、図７（ａ）に示すように、第４レジスト３２を剥離する。続いて、第２窒化シリ
コン膜３３及びオーミック電極３０上に、第５レジスト３４及び第６レジスト４０を形成
し、ゲート電極の形成位置に合わせてパターニングする。このとき、第６レジスト４０の
開口部が、第５レジスト３４の開口部より小さくなるようにする。その後、第５レジスト
３４及び第６レジスト４０をマスクとして、ゲート電極４４を形成する。ゲート電極４４
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は、実施例１と同じく、下地となる高抵抗の第１金属層４６上に、低抵抗の第２金属層４
８が積層された構成とする。
【００４９】
　次に、図７（ｂ）に示すように、第５レジスト３４及び第６レジスト４０をリフトオフ
する。以上の工程により、実施例２に係る半導体装置１１０が完成する。半導体装置１１
０では、基板１０に窒化物半導体層１２が形成され、窒化物半導体層１２上はソース電極
及びドレイン電極となるオーミック電極が直接形成されている。また、オーミック電極３
０の間の開口部には、３層の絶縁膜（第１窒化シリコン膜２２、絶縁膜５４、及び第２窒
化シリコン膜３３）が形成され、当該絶縁膜に形成された開口部（第１開口部３６、第２
開口部３８、及び第３開口部５６）には、ゲート電極４４が形成されている。ゲート電極
４４は、窒化物半導体層１２に接し、上記開口部を介して第２窒化物半導体層１２の表面
に至るまで形成されている。本実施例では、ゲート電極４４の表面が、第２窒化シリコン
膜３３の表面から突出して盛り上がった形状となっている。
【００５０】
　図８は、実施例２に係る半導体装置におけるゲート電極部分の詳細な構成を示す断面模
式図である。実施例１と同様に、下側の窒化シリコン膜（第１窒化シリコン膜２２）の開
口部（第１開口部３６）の形状は順テーパ形状、上側の窒化シリコン膜（第２窒化シリコ
ン膜３３）の開口部（第２開口部３８）の形状は逆テーパ形状となっている。そして、ゲ
ート電極４４は、各絶縁膜の開口部（第１開口部３６、第２開口部３８、及び第３開口部
５６）において、各絶縁膜の側壁と空隙５０を隔てて離間している。本構成によれば、窒
化物半導体層１２上の絶縁膜（２２、３１、５４）の開口部（３６、３８、５６）におけ
る、ゲート電極４４と絶縁膜との接触を抑制することにより、ＨＥＭＴの特性及び信頼性
の低下を抑制することができる。
【００５１】
　また、実施例２に係る半導体装置１１０によれば、第１開口部３６が順テーパ形状とな
っているため、ゲート電極４４が窒化物半導体層１２の表面全体を覆うように電極の形成
を行うことが可能である。これにより、実施例１と同様に、窒化物半導体層１２の露出を
抑制することができる。
【００５２】
　次に、実施例２の変形例に係る半導体装置について説明する。
【００５３】
　図９は、実施例２の第１変形例に係る半導体装置１１０ａの構成を示す図である。半導
体装置１１０ａでは、ゲート電極４４と絶縁膜（２２、３１、５４）の側壁との間の空隙
５０が、第２窒化シリコン膜３３の上方まで延長（突出）しており、第２窒化シリコン膜
３３上の第１金属層４６の一部が第２金属層４８と離間している。換言すれば、第２窒化
シリコン膜３３上の第１金属層４６の一部は、空隙５２を介して第２金属層４８と離間し
ており、当該空隙５２はゲート電極４４と窒化シリコン膜（２２、３１）との間の空隙５
０と連続している。これにより、ゲート電極４４と窒化シリコン膜（２２、３１）との間
のストレスを緩和し、ＨＥＭＴの特性及び信頼性の低下を更に抑制することができる。
【００５４】
　実施例２では、等方性のドライエッチングを用いて絶縁膜（２２、３１、５４）のエッ
チングを行ったが、異方性のエッチングを用いることも可能である。以下、この点につい
て説明する。
【００５５】
　図１０は、実施例２の第２変形例に係る半導体装置の製造工程を示す断面模式図であり
、図６（ｂ）～（ｃ）に示す絶縁膜（２２、３１、５４）のエッチング工程に代わるもの
である。最初に、図１０（ａ）に示す状態から、図１０（ｂ）に示すように、第２窒化シ
リコン膜３３及びオーミック電極３０上に、第４レジスト３２の形成・パターニングを行
う。その後、図１０（ｂ）に示すように、第４レジスト３２をマスクとして、第２窒化シ
リコン膜３３、絶縁膜５４、第１窒化シリコン膜２２をそれぞれエッチングし、窒化物半
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導体層１２の表面を露出させる。当該工程により、第１窒化シリコン膜２２には第１開口
部３６が、第２窒化シリコン膜３３には第２開口部３８が、絶縁膜５４には第３開口部５
６が、それぞれ形成される。このとき、第１開口部３６、第２開口部３８、及び第３開口
部５６は全て同一形状となり、開口部の側壁は垂直となる。上記のエッチング工程は、例
えば誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）方式によるドライエッチングを採用することができる。
具体的には、例えばエッチングガスとしてＳＦ６（ガス流量：４０ＳＣＣＭ）及びＣＨＦ

３（ガス流量：５ＳＣＣＭ）を用い、圧力は０．５Ｐａ、アンテナパワーは１００Ｗ、バ
イアスパワーは１０Ｗとすることができる。
【００５６】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、第１開口部３６～第３開口部５６に対し更にエッチ
ングを行い、第１開口部３６を順テーパ形状、第２開口部３８を逆テーパ形状とする。上
記のエッチング工程は、例えばウェットエッチングにより行うことができる。具体的には
、例えばエッチャントとしてフッ化アンモニウムを用い、３０秒間のエッチングを施す。
このとき、絶縁膜５４のエッチングレートが、第１窒化シリコン膜２２及び第２窒化シリ
コン膜３３のエッチングレートより大きくなるように、予め絶縁膜５４の材料選択を行っ
ておく。例えば、絶縁膜５４にＳｉＯ２を用いることで、上記の条件（エッチングレート
：ＳｉＮ＜ＳｉＯ２）を達成することができる。
【００５７】
　次に、図１０（ｄ）に示すように、第４レジスト３２を剥離する。その後は、実施例２
の図７（ａ）以降と同様に、ゲート電極４４の形成を行う。以上のように、第２変形例に
係る方法でも、実施例２と同様の形状の開口部を形成することが可能である。
【００５８】
　実施例２では、低緻密且つ低屈折率の絶縁膜５４を、高緻密且つ高屈折率の第１窒化シ
リコン膜２２及び第２窒化シリコン膜３３で上下から挟み込む構成とした。これにより、
エッチング時における開口部の形状を、下層（第１窒化シリコン膜２２）が順テーパ形状
、上層（第２窒化シリコン膜３３）が逆テーパ形状となるようにすることができる。緻密
性及び屈折率を変化させる方法としては、前述のように窒化シリコン膜に熱処理を施す方
法がある。また、成膜条件を様々に変更することによっても、窒化シリコン膜及び絶縁膜
の緻密性・屈折率を変化させることができる。
【００５９】
　ここで、窒化シリコン膜における屈折率が大きくなると、窒化シリコン膜のシリコン組
成比率は大きくなる。例えば、屈折率が１．８～２．１の窒化シリコン膜の組成比Ｓｉ／
Ｎは、化学量論的な値０．７５となるが、屈折率が２．２以上の窒化シリコン膜はシリコ
ンが過剰な膜（シリコンリッチ膜）となり、高緻密となる。従って、実施例２において高
屈折率となる第１窒化シリコン膜２２及び第２窒化シリコン膜３３の屈折率は、２．３以
上が好ましく、２．３５以上がより好ましい。また、第１窒化シリコン膜２２及び第２窒
化シリコン膜３３の屈折率は、アモルファス状とならない程度以下であることが好ましく
、例えば２．８５以下が好ましく、２．６以下がより好ましい。一方、低屈折率となる絶
縁膜５４の屈折率は、化学量論的な組成であることが好ましく、例えば、１．８以上且つ
２．１以下が好ましい。また、１．８５以上且つ２．０５以下がより好ましい。
【００６０】
　実施例２における高屈折率の窒化シリコン膜２２及び３１は、例えば次の成膜条件によ
り生成することができる。
　成膜装置：平行平板型プラズマＣＶＤ装置
　基板温度：２５０℃～３５０℃
　成膜ガス：ＳｉＨ４、Ｎ２、Ｈｅ、ＮＨ３

　ガス流量：ＳｉＨ４：３～６ｓｃｃｍ、Ｎ２：２００～６００ｓｃｃｍ、Ｈｅ：５００
～９００ｓｃｃｍ、ＮＨ３ ０～８ｓｃｃｍ
　圧力：０．８～１．０Ｔｏｒｒ
　パワー：２５～７５Ｗａｔｔｓ
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【００６１】
　一方、低屈折率の絶縁膜５４は、例えば次の成膜条件により生成することができる。
　成膜装置：平行平板型プラズマＣＶＤ装置
　基板温度：２５０℃～３５０℃
　成膜ガス：ＳｉＨ４、Ｎ２、Ｈｅ、ＮＨ３

　ガス流量：ＳｉＨ４：１～４ｓｃｃｍ、Ｎ２：２００～６００ｓｃｃｍ、Ｈｅ：９００
～１１００ｓｃｃｍ、ＮＨ３ ４～１０ｓｃｃｍ
　圧力：０．８～１．０Ｔｏｒｒ
　パワー：２５～７５Ｗａｔｔｓ
【００６２】
　実施例１～２では、基板１０としてＳｉＣを用いたが、他にもＳｉ、ＧａＮ、サファイ
ア等を用いることができる。また、第２窒化物半導体層１２としてＧａＮ、ＡｌＧａＮ等
を用いたが、他にもＩｎＮ、ＡｌＮ、ＡｌＩｎＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮ等を用い
ることができる。
【００６３】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施例に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・
変更が可能である。
【符号の説明】
【００６４】
　　１０　　基板
　　１２　　窒化物半導体層
　　１４　　核形成層
　　１６　　電子走行層
　　１８　　電子供給層
　　２０　　キャップ層
　　２２　　第１窒化シリコン膜
　　２４　　第１レジスト
　　２６　　第２レジスト
　　２８　　第３レジスト
　　３０　　オーミック電極
　　３１　　第２窒化シリコン膜（実施例１）
　　３２　　第４レジスト
　　３３　　第２窒化シリコン膜（実施例２）
　　３４　　第５レジスト
　　３５　　開口部
　　３６　　第１開口部
　　３８　　第２開口部
　　４０　　第６レジスト
　　４２　　第７レジスト
　　４４　　ゲート電極
　　４６　　第１金属層
　　４８　　第２金属層
　　５０　　空隙
　　５２　　空隙
　　５４　　絶縁膜
　　５６　　第３開口部
　　１００　半導体装置
　　１１０　半導体装置
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